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第
六
四
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
受
賞
記
念
講
演

　
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
二
日
（
土
）
一
三
時
よ
り
、
立
教
大
学
池

袋
キ
ャ
ン
パ
ス
七
一
〇
二
教
室
に
お
い
て
、
第
六
四
回
日
本
西
洋
史

学
会
大
会
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
授
賞
式
と
記
念
講
演
が
と
り
お
こ
な
わ

れ
た
。
一
九
五
一
年
以
来
の
歴
史
を
誇
る
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
に

お
い
て
初
め
て
試
み
ら
れ
た
六
月
一
日
の
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
で

は
、
参
加
者
の
投
票
に
よ
り
、
時
代
ご
と
に
区
分
さ
れ
た
一
〇
の
部

屋
そ
れ
ぞ
れ
で
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
を
選
考
し
（
同
数
の
場
合
は
複
数

受
賞
と
す
る
）、
さ
ら
に
も
っ
と
も
得
票
数
の
多
か
っ
た
も
の
を
最

優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
と
し
た
。
そ
の
結
果
を
記
す
。

古
代
Ⅰ
：
大
谷
哲
「
デ
キ
ウ
ス
迫
害
に
お
け
る
供
犠
執
行
証
明
書

発
行
の
意
図
　
執
行
証
明
書
パ
ピ
ル
ス
史
料
の
分
析
か
ら
」

古
代
Ⅱ
：
長
谷
川
敬
「
後
二
～
三
世
紀
ガ
リ
ア
・
ゲ
ル
マ
ニ
ア
と

ブ
リ
タ
ン
ニ
ア
間
の
交
易
を
担
っ
た
商
人
た
ち
」

中
世
Ⅰ
：
古
川
誠
之
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
印
章
に
見
る
「
船
と

し
て
の
都
市
」」

中
世
Ⅱ
：
井
上
周
平
「
近
世
ド
イ
ツ
に
お
け
る
瀉
血
の
理
論
と
実

践
」（
最
優
秀
賞
）

近
世
Ⅰ
：
齊
藤
豪
大
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
重
商
主
義
者
に
よ
る
塩
輸

入
問
題
へ
の
関
心
　
ア
ン
デ
ル
ス
・
ノ
ル
デ
ン
ク
ラ
ン
ツ
を
事

例
に
」

近
世
Ⅱ
：
小
林
和
夫
「
大
西
洋
奴
隷
貿
易
と
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド

会
社
　
一
八
世
紀
後
半
を
中
心
に
」

近
代
Ⅰ
：
楠
田
悠
貴
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
国
王
裁
判
の
政

治
文
化
的
意
義
　
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
マ
ラ
ー
の
国
王
裁
判
演

説
を
契
機
と
し
て
」

近
代
Ⅰ
：
正
木
慶
介
「
一
九
世
紀
初
頭
イ
ギ
リ
ス
の
ト
ー
リ
主
義

に
み
ら
れ
る
労
働
者
階
層
に
対
す
る
社
会
的
包
摂
の
試
み
　
保

守
系
出
版
物
の
言
説
分
析
か
ら
」

近
代
Ⅱ
：
清
水
領
「
一
九
世
紀
中
盤
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ

ヤ
改
革
の
地
方
間
の
差
異
」

現
代
Ⅰ
：
鈴
木
俊
弘
「
記
念
の
た
め
に
ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
る
歴
史

　
米
国
の
祝
祭
活
動
に
潜
行
す
る
入
植
表
象
と
人
種
論
の
言
説

的
交
差
に
つ
い
て
」

現
代
Ⅱ
：
星
野
友
里
「
一
九
三
九
～
四
三
年
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お

け
る
国
籍
選
択
結
果
と
移
住
」

受
賞
者
に
は
代
表
の
青
木
康
立
教
大
学
教
授
よ
り
賞
状
が
授
与
さ
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れ
、
各
時
代
の
な
か
で
得
票
数
の
多
い
受
賞
者
に
記
念
講
演
を
お
願

い
し
た
。
以
下
、記
念
講
演
の
要
約
と
受
賞
ポ
ス
タ
ー
を
掲
載
す
る
。

な
お
記
念
講
演
を
予
定
さ
れ
て
い
た
小
林
和
夫
氏
は
都
合
に
よ
り
欠

席
さ
れ
た
。

　
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
至
る
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
『
西
洋
史

学
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
（
浦
野
聡
「
第

六
四
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
を
終
え
て
」『
西
洋
史
学
』
二
五
二

号
（
二
〇
一
四
年
）
七
一-
七
六
頁
）。
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第
六
四
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
受
賞
記
念
講
演

三
世
紀
の
ロ
ー
マ
社
会
を
生
き
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち

　
―
デ
キ
ウ
ス
供
犠
命
令
布
告
と
供
犠
執
行
証
明
書
パ
ピ
ル
ス

　
　
の
分
析
を
中
心
に
―

　
　
　

大
　
谷
　
　
　
哲

　
紀
元
後
二
四
九
年
に
ロ
ー
マ
皇
帝
と
な
っ
た
デ
キ
ウ
ス
は
、
帝
国

の
全
市
民
を
対
象
と
し
て
帝
国
の
安
寧
の
た
め
神
々
に
供
儀
を
捧
げ

る
こ
と
を
要
求
す
る
布
告
を
発
し
た
。
こ
の
出
来
事
は
当
時
の
司
教

た
ち
の
書
簡
お
よ
び
神
学
的
著
作
、
複
数
の
殉
教
伝
史
料
に
伝
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
、
こ
の
勅
令
に
伴
い
各
地
で
供
儀
執

行
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
委
員
の
面
前
で
供
儀
を
行
っ
た
者
に
は
執

行
証
明
書
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
布
告
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
迫
害
研
究
史
上
、「
上
か
ら
の
」
迫
害
が
開
始
さ
れ
た
画
期

と
も
み
な
さ
れ
注
目
を
集
め
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
布
告
な

ら
び
に
供
儀
執
行
証
明
書
発
行
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
た
ち

の
解
釈
が
一
致
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
講
演
は
エ
ジ
プ
ト
か
ら
出

土
し
た
供
儀
執
行
証
明
書
パ
ピ
ル
ス
史
料
を
分
析
し
、
証
明
書
の
発

行
は
実
態
と
し
て
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と

で
、
発
行
者
と
発
行
申
請
者
双
方
の
意
図
の
解
明
を
試
み
た
。

　
現
存
す
る
供
儀
証
明
書
四
六
枚
は
全
て
二
一
×
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
サ
イ
ズ
に
収
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
先
行
研
究
は
こ
の
証
明
書
が
携

帯
に
適
し
た
形
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
各

パ
ピ
ル
ス
に
記
さ
れ
た
発
行
申
請
者
の
個
人
名
に
着
目
し
た
と
こ

ろ
、
一
一
枚
が
同
一
家
族
の
個
人
名
を
一
枚
の
証
明
書
に
記
載
し
た

も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
パ
ピ
ル
ス
が
出
土
し
た
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム

地
方
の
供
儀
執
行
証
明
書
の
使
用
方
法
と
し
て
は
、
常
に
供
儀
執
行

者
個
々
人
が
携
帯
す
る
の
で
は
な
く
、
一
家
に
一
枚
の
み
の
証
明
書

を
確
保
し
、
家
庭
内
に
保
管
し
て
お
け
ば
事
足
り
た
状
況
を
想
定
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
デ
キ
ウ
ス
期
の
い
わ
ゆ
る
「
迫

害
」は
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
を
狩
り
出
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
想
定
は
、
当
時
の
司
教
書
簡
や
殉
教
伝
が
証
言
す
る
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
、
カ
ル
タ
ゴ
、
ス
ミ
ュ
ル
ナ
の
供
儀
執
行
委
員
会
の

活
動
と
も
合
致
す
る
。
三
世
紀
半
ば
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
隠
れ

住
む
こ
と
な
く
ロ
ー
マ
社
会
で
生
活
し
て
お
り
、デ
キ
ウ
ス
「
迫
害
」

と
は
彼
ら
と
周
辺
社
会
と
の
間
に
生
じ
た
軋
轢
を
解
消
す
る
た
め
に

下
さ
れ
た
介
入
政
策
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）
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̶執行証明書パピルス史料の分析から̶
大谷 哲（日本学術振興会特別研究員Ｐ

Ｄ）

sohtani1980@gmail.com

第64回日本西洋史学会大会 31 May- 1 June, 2014

デキウス迫害における供儀執行証明書発行の意図

（第1手）テアデルフィ
ア村の供儀執行委員会
御中。
ペテレスの娘アウレリ
ア・ベッレ、その娘カ
ニニスより。私どもは
常に神々に犠牲を捧げ
ることを怠らず、今ま
た貴殿の面前で告示に
基づき献酒し、犠牲を
捧げ、聖なる犠牲獣を
食しましたゆえ、貴殿
に認証していただきた
く存じます。
敬具。
（第2手）私、アウレリ
ウス・セレヌスとアウ
レリウス・ヘルマスは
汝らが犠牲を捧げたの
を見た。
（第3手）私、ヘルマス
はこれを認証する。
（第1手）第1年、皇帝カ
エサル・ガイウス・
メッシウス・クィン
トゥス・トライアヌ
ス・デキウス・ピウ
ス・フェリックス・ア
ウグストゥス、パウニ
27日［250年6月21日］

１．デキウス迫害と供儀執行証明書とは
AD250年、ローマ皇帝デキウスは帝国市民に対し、帝
国の安寧のために神々へ供儀を捧げるよう命ずる布告
を発した。キリスト教会指導者たちはこれを棄教命令
と受け取り、かつては「上からの」迫害が開始された
画期とみなされていた。近年、研究者たちは、供儀証
明書の発行が（供儀を実行した）キリスト教徒を、異
教徒民衆による私刑から保護する機能を果たしたとす
る解釈へと向かっている。
すなわち、右に例示した供儀執行証明書を携帯する

ことで、キリスト教徒は異教徒民衆の暴力や繰り返し
の供儀要求を避けることが出来たとする研究動向。た
だしデキウス布告の本来の目的については見解不一致。

そこで証明書の使用方法を再考することで証明書発
行布告の意図を探る。

供儀執行証明書の一例：Michigan Papyri, The Univ. of Michigan Library, Inv. no. 263. 
左に掲載した「供儀証明書パピルス一覧」のNo,36。現存する45のパピルスはエジプト・ファイユーム出土。
総じて36.  21×6cm, 文面は定型化している。

２．供儀執行証明書は携帯用だったのか？
先行研究は暴力・再三の供儀要求回避のため携帯用の証明書発行とするが…
１）左の証明書パピルス一覧に示されるように全45例中、家族数名をまとめて記
載する例が8例。No.1のように息子の個人名を書かない例も。携帯して用いるため
には、個々人の名前が確実に記され各人に発行される必要
２）No.11,は No.26と同じ文面。端に433と記されていることからNo.26の写しと
して地方文書館に保管されたと想定可能
３）上記２）の扱いは市民権証明書diplomaと同様の文書行政が行われたことを想
定させる。しかしdiplomaは常に移動機会があり携帯する必要がある軍団兵の場合
金属製。一般市民は木製を発行され家に保管（シャーウィンホワイト1987）。現
存する証明書は全てパピルスで携帯するには脆い支持体。

主要参考文献
A. Brent, Cyprian and Roman Carthage, Cambridge, 2010.
J. R. Knipfing, The Libelli of the Decian Persecution, HTR 16 , 1923, 345-90

R. Selinger, The Mid-Third Century Persecutions of Decius and Valerian, Frankfurt am M. 2002, 137-55.
シャーウィンホワイト著 保坂高殿訳 『新約聖書とローマ法・ローマ社会』日本基督教団出版局1987
年
保坂高殿『ローマ帝政中期の国家と教会 キリスト教迫害史研究193-311年』教文館 2008年.さらなる参考文献と補足資料ダウンロードＵＲＬ：

http://goo.gl/iEjD9n

３．供儀執行証明書の機能と発行目的
供儀執行証明書が携帯用ではなく、diplomaと類似した行政手続きを経た文書
である場合→１）広場での証明内容告示 ２）文書館ならびに神殿への写し保
管 ３）申請者は証明書を携帯せず家庭に保管
⇒デキウス布告の目的はキリスト教徒を炙り出すものではない
：民衆・当局は社会的地位の高いキリスト教徒を事前に特定しており名指しで
供儀を要求（同時期キリスト教側史料に複数の傍証あり）。供儀執行を当局が
証明することでそれ以後民衆による迫害を回避させる目的。

結論：デキウス期の迫害とは、「隠れ住む」のではなく、「隣人」と
して存在していたキリスト教徒に対し発生した民衆の暴力。供儀証明
布告はこれに介入し、両者を再び「隣人」に戻そうとするものだった。
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第
六
四
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
受
賞
記
念
講
演

一
六
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
瀉
血
の
理
論
と
実
践

　
―
近
世
医
療
文
化
史
の
た
め
の
一
試
論
―

井
　
上
　
周
　
平

　
瀉
血
は
、
古
代
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
代

表
的
な
医
療
行
為
で
あ
っ
た
。
人
体
が
四
つ
の
体
液
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
と
す
る
ガ
レ
ノ
ス
主
義
医
学
で
は
、
瀉
血
は
、
過
剰
に
な
っ

た
体
液
を
静
脈
の
切
開
に
よ
っ
て
取
り
除
き
、
四
体
液
の
バ
ラ
ン
ス

と
健
康
を
取
り
戻
す
た
め
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
瀉
血

が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
た

の
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
研
究
は
少
な
い
。
多
角
的
な
視
点
か
ら

瀉
血
の
実
像
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
前
近
代
の
医
学
理
論
と
医
療
実

践
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
本
報
告
で
は
、「
い
つ
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
」
瀉
血
を
行
う

の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
三
種
類
の
史
料
の
比
較
分
析
を
通
し
て
、

一
六
世
紀
に
お
け
る
瀉
血
の
実
像
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま

ず
、
医
師
が
一
般
読
者
に
向
け
て
書
い
た
瀉
血
指
南
書
か
ら
は
、「
瀉

血
と
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
瀉
血
の
理
論
的
理
想
像

が
整
理
さ
れ
る
。
次
に
、
韻
文
で
書
か
れ
、
朗
読
さ
れ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
一
枚
刷
り
の
木
版
画
入
り
ビ
ラ
か
ら
は
、
よ
り
広
い
範
囲

の
読
者
を
対
象
と
し
た
一
般
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
瀉
血
像
が
示
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
ケ
ル
ン
市
民
ヴ
ァ
イ
ン
ス
ベ
ル
ク
の
回
想

録
か
ら
は
、
市
民
の
瀉
血
実
践
の
様
子
が
描
き
出
さ
れ
る
。

　
三
種
の
史
料
の
比
較
か
ら
は
、
瀉
血
の
理
解
に
お
け
る
ズ
レ
と
重

な
り
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。「
い
つ
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

指
南
書
と
ビ
ラ
で
占
星
術
的
な
知
見
の
影
響
が
共
通
し
て
い
る
一

方
、「
誰
が
」
と
い
う
点
で
専
門
家
に
言
及
が
あ
る
の
は
、
医
師
が

書
い
た
指
南
書
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
瀉
血
を
「
ど
の
よ
う
に
」
行

い
、
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
は
、
三
者
三
様
の
意
味
付
け
が

な
さ
れ
て
い
る
。
瀉
血
は
、
医
師
が
古
代
・
中
世
の
医
学
者
の
説
に

基
づ
い
た
医
療
と
考
え
て
い
る
一
方
、
一
般
メ
デ
ィ
ア
で
は
身
体
ケ

ア
の
一
環
と
し
て
、
ま
た
市
民
の
理
解
で
は
慣
例
的
な
健
康
法
・
疫

病
予
防
法
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
瀉
血
を
め
ぐ
る
理
解
の
多
様
性
は
、
近

世
の
医
療
文
化
を
理
論
と
実
践
の
複
雑
な
関
係
の
中
で
考
察
す
る
こ

と
の
重
要
性
を
改
め
て
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
ボ
ン
大
学
歴
史
学
科
ラ
イ
ン
地
域
史
分
科
博
士
課
程
）
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第
六
四
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
受
賞
記
念
講
演

ユ
ダ
ヤ
教
の
近
代
化
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
位
置
付
け

―
「
解
放
の
国
」
か
ら
「
保
守
の
国
」
へ
―

　
　
　
　

　
清
　
水
　
　
　
領

　
現
代
社
会
で
知
ら
れ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
改
革
派
と
は
、
時
代
に

合
わ
せ
て
宗
教
的
慣
例
や
礼
拝
の
方
法
を
変
え
る
と
い
っ
た
方
針
を

持
つ
宗
教
的
な
一
潮
流
で
あ
る
。
こ
の
潮
流
は
一
九
世
紀
に
ド
イ
ツ

で
生
ま
れ
、
そ
の
後
東
欧
や
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
で
の
発
展
を
経

て
、
現
在
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
世
界
全
体
の
中
で
最
大
流
派
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
運
動
の
研
究
史
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教

改
革
運
動
は
、「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
指
導
者
層
の
日
和
見
主
義
の
下
で

起
こ
り
え
な
か
っ
た
」
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
上
記
の
国
々
と
比
べ

て
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
　

　
一
方
で
フ
ラ
ン
ス
は
、
仏
革
命
期
に
領
土
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
始
め
て
市
民
権
を
与
え
て
お
り
、
一
九
世
紀
に
も
「
解
放

の
先
進
国
」
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
積
極
的
に
着
手
し
た
。
ナ
ポ

レ
オ
ン
期
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
は
国
が
公
認
す
る
三
つ
の
宗
派
・
宗
教
の

う
ち
の
一
つ
と
な
り
、「
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ダ
ヤ
長
老
会
」
の
下
に
再

編
成
さ
れ
た
。
従
来
の
研
究
史
で
は
、
一
九
世
紀
の
こ
の
よ
う
な
社

会
的
変
化
を
、
制
度
的
な
再
編
成
の
過
程
や
、
教
育
促
進
運
動
で
あ

る「
再
生
」運
動
か
ら
説
明
し
て
き
た
。そ
れ
に
対
し
て
本
研
究
で
は
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
知
識
人
の
思
想
的
・
宗
教
的
活
動
に
着
目
し
て
、
信
教

の
自
由
が
宣
言
さ
れ
た
一
八
三
〇
年
以
降
に
、「
公
認
宗
教
」
で
あ

る
ユ
ダ
ヤ
長
老
会
の
外
で
活
発
な
自
由
化
変
革
運
動
が
見
ら
れ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
運
動
と
同
時
に
、
宗
教
的

な
議
論
が
長
老
会
の
周
囲
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
点
も
、
一
次
史
料
か

ら
読
み
解
く
こ
と
が
出
来
る
。

　
上
記
の
点
を
考
え
た
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
も
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ

ヤ
教
改
革
運
動
と
類
似
す
る
よ
う
な
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
的
解
釈
や

儀
礼
を
変
革
す
る
運
動
が
起
こ
っ
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
。
五
月
の

西
洋
史
学
会
の
ポ
ス
タ
ー
報
告
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
ユ
ダ

ヤ
共
同
体
を
四
つ
挙
げ
て
、
一
八
四
〇
年
前
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
お
け
る
改
革
派
と
保
守
派
の
分
布
、
及
び
地
域
毎
の
特
色
を
明
ら

か
に
し
た
。
一
試
論
で
は
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ

教
改
革
運
動
の
展
開
を
示
す
具
体
例
と
し
て
、
今
後
時
代
・
地
域
を

広
げ
て
更
に
考
察
を
深
め
た
い
。

（
フ
ラ
ン
ス
社
会
科
学
高
等
研
究
院
博
士
課
程
）
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第
六
四
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
受
賞
記
念
講
演

ホ
ワ
イ
ト
ネ
ス
は
開
墾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

　
─ 
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
入
植
表
象
と
人
種
言
説
と
の

　
　
交
差
に
つ
い
て

鈴
　
木
　
俊
　
弘

　
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
国
家
的
祝
祭
の
開
催
に

は
、
多
く
に
記
念
切
手
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
媒
体
が
付
随
し
、
そ
の
意

匠
は
同
時
代
の
社
会
状
況
を
反
映
し
た
。
本
発
表
は
北
米
大
陸
入
植

記
念
祭
に
発
行
さ
れ
た
記
念
切
手
の
意
匠
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
人

種
言
説
の
存
在
を
読
み
解
く
試
み
で
あ
る
。

　
一
九
三
八
年
の
国
際
祝
祭
「
ニ
ュ
ー
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
入
植

三
〇
〇
周
年
記
念
祭
」
の
入
植
当
事
国
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
共

に
招
待
さ
れ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
祝
祭
に
臨
ん
で
「
若
者
が
切
り

株
を
引
き
抜
く
」
意
匠
の
記
念
切
手
を
発
行
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

原
画
に
描
か
れ
て
い
た
の
は
、「
焼
き
畑
」
の
耕
作
文
化
を
有
す
る

フ
ィ
ン
人
の
入
植
者
が
一
七
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
山
林
原
野
を
放
火
開

墾
す
る
場
面
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
記
念
切
手
と
し
て
意
匠
化
す
る

に
あ
た
っ
て
風
景
か
ら
「
火
」
の
痕
跡
は
完
全
に
排
除
さ
れ
、
斧
と

家
畜
に
よ
る
伐
採
開
墾
の
風
景
と
錯
覚
す
る
よ
う
に
背
景
の
「
切
り

抜
き
」
が
施
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
理
由
に
は
、
ア
メ

リ
カ
社
会
の
「
ノ
マ
デ
ィ
ズ
ム
と
火
」
と
い
う
人
種
言
説
の
存
在
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
な
か
で
森
林
に
火
を
放
つ
表
象
は
、
定

住
し
な
い
〈
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
〉
の
未
開
性
と
本
性
的
な
破
壊
衝
動
を

喚
起
す
る
隠
喩
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

　
ア
メ
リ
カ
に
移
民
し
た
フ
ィ
ン
人
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
身
体
的

に
は
〈
白
人
〉
と
見
ら
れ
な
が
ら
も
、
非
印
欧
語
族
で
あ
る
こ
と
を

根
拠
に
〈
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
〉
と
区
分
さ
れ
、
し
ば
し
ば
「
帰
化
不
能

外
国
人
」
と
し
て
の
社
会
的
困
難
に
直
面
し
て
い
た
。
か
れ
ら
は
母

国
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
「
ニ
ュ
ー
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」
祝
祭
に
参
加
さ

せ
、
自
身
を
入
植
者
の
子
孫
と
し
て
記
念
す
る
こ
と
で
、
北
米
植
民

地
入
植
の
「
歴
史
的
偉
業
」
を
理
想
的
な
〈
白
人
〉
の
人
種
的
営
為

と
み
な
す
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
完
全
な
ホ
ワ
イ
ト
ネ
ス
（
白

人
性
）
を
有
す
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
た
。

　「
焼
き
畑
で
の
農
務
を
原
画
に
し
つ
つ
、
火
の
痕
跡
を
消
す
」
記

念
切
手
の
意
匠
と
は
、
非
白
人
性
を
想
起
さ
せ
る
要
素
を
回
避
し
、

勤
勉
・
創
造
的
・
文
化
的
な
定
住
者
と
し
て
の
入
植
者
像
を
ア
メ
リ

カ
社
会
に
流
通
さ
せ
よ
う
と
す
る
フ
ィ
ン
人
の
祝
祭
戦
略
の
一
端
で

あ
っ
た
。

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
）
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米国史における「森林放火」への嫌悪 
森林や草原への放火行為は、文化や生活慣習ではなく
特定人種の本性的な破壊衝動と見なされてきた

1911年 米国森林管理官協会の総会：森林放火の罪が焦点化

1930年代 米国的な自然への憧憬と国立公園礼賛の時代
アメリカ北部の都市住民を中心に「森林へ火を
放つ行為」が最高度の蛮行として認知

西部探検家 エドウィン・ジェイムズ(1797-1861)

「狩猟者たち〔先住民〕は、アジアの平原に住まう
モンゴル人のように草原に火を放つ」for example

自然保護思想の隆盛と森林放火

この時期にアメリカ南部において松の原生林が
「藪焼き」の慣行によって完全消滅

1870年代から1930年代に約40万人のフィン人が米国へ移民
 おもに五大湖周辺の諸州に移住し、鉱業や林業に従事

アメリカのフィン人 | Amerikansuomalaiset

「モンゴロイド」＝ 米国帰化法での「帰化不能人種」

母語「スオミ語」は米国内の欧州言語とは異なる膠着語
18世紀以降の比較言語学によって東方言語と分類
されると、フィン人の人種区分も東方起源に存し、
「モンゴロイド」に属するとの見解が欧米に流布

「非印欧語族」という「知識」が、現実に生きる
フィン人を社会の「二流市民」へ転落させる危機

「完全なる〈白人性〉」獲得の模索が課題化

1908年の「ジョン・スヴァン判決」 
1908年1月 ミネソタ州がジョン・スヴァン他16人の
フィンランド出身者の帰化申請を却下

「フィン人の起源がモンゴル系であったとしても、
その容姿は白人ゆえに帰化は可能」

連邦第一審裁判所での裁決 (1908) 

スヴァンらは「フィン人の人種区分」について不服を
申し立て、連邦裁判所に提訴

フィン人は「モンゴロイド」人種であるため、
合衆国改正国籍条項の「自由白人」に該当しない

歴史のなかでは「有色人」だった「白人」という
奇妙な地位を与えられてしまう

ニュー・スウェーデン入植三百周年記念祭
スウェーデン王国が1638年にデラウェア河畔に建設した小植民地
は「ニュー・スウェーデン」と称され、のちのデラウェア州、
ニュージャージー州、ペンシルヴェニア州の起源とされた。東海岸
諸州のなかで、英・仏・蘭による入植経験とは異質な北欧起源の入
植地の三百周年記念は、「多から一」の共和制理念を建国前史から
証する事跡として、合衆国史的な意義を強調された。

米国スウェーデン系移民の大反発
もともとニュー・スウェーデン記念祭は、米国のスウェーデン系
移民によって1888年から始められた記念祭だった

人種論的見地からフィン人の「参加資格」を否定

フィン人の伝統的な開墾方法である「焼き畑」は
「モンゴロイド」の特性たる森林破壊行為と断定

祝祭はあくまで「初の白人永住入植」の記念と
訴え、フィン人が「非白人」であることを強調

フィン人を山林に火を放つ「森林破壊者」と表象

1936年 連邦議会がスウェーデンとの二国間祝祭を決定
1937年 フィンランド共和国の追加招待を決議

1938年 米政府主催による「三カ国祝祭」として開催

「アメリカのフィン人」たちの参加請願運動の成果
「17世紀のフィンランドはスウェーデンの東部領」

記念のためにトリミングされる歴史
米国の祝祭における入植表象と人種論言説の交差
Finnish National “Culture” to Be Trimmed: Reading Hidden Racial Discourses Generated in American Socio-Historical Context.

鈴木 俊弘  kokuma@mac.com｜一橋大学大学院 社会学研究科 博士後期課程1年 [貴堂嘉之ゼミ所属] 

伐採開墾による整然とした農耕地の存在

先住民との入植地雑居を連想させない
入植空間の放火破壊を否定 

入植表象における《白人性》の保証

放浪生活ではなく定住であることの強調

米国史における「森林放火」への嫌悪

語
「モンゴロイド」の特性たる森林破壊行為と断定

フィン人はフィン＝ウゴル語族で本来ノマド民であるが、
平原よりも森林に棲んだ。〔…〕かれらは背丈低く、体躯
屈強、瞳は灰色で目尻がつり上がっている。道徳的に公
正、忠実、従順だが、無気力で怠惰そのくせ個人干渉に過
敏である。要はモンゴル人種に非常に近しき特徴と見ざる
を得ない。〔…〕ノマド民的な放浪によって、数多くの
フィン人がスウェーデン王国内に流れ込んだ。かれらは森
林を開墾し作物を育てたが、森林を焼き払う粗野で放蕩な
開墾方法は王国で禁止されることになった。〔…〕かれら
の破滅的な行動資質に轡を咬ませる意図で布かれた法令も
平然と無視されてしまうばかりか、未開森林に棲んで定住
しないため捕縛するのも困難だった。
　 そんなかれらは新開拓の植民地に輸出する資材として最
適と考えられことだろう。もちろんフィン人も無限の野生
動物に囲まれ狩猟規制もなく、焼き払う森林に事欠かない
新天地に大きな魅力を感じたはずだ。それでも自分から行
くと了承しない場合、王国は「森林破壊者のフィン人たち
を捕縛」のうえ船に乗せ西の彼方へ送り出した。

Christopher L. Ward, The Dutch and Swedes on the Delaware, 1609-64 (Humphrey Milford: Oxford UP, 
1930),102-103; New Sweden on the Delaware (Philadelphia: U of Pennsylvania Press, 1938), 43-44; 
Svenskarna vid Delaware (Stockholm: Norstedts, 1938), 84.

祝祭準備委員長 ・ペンシルヴェニア大学歴史学教授
クリストファ・ウォードの歴史記述

極北の農民による「焼き畑開墾」という特殊な入植史の
〈歴史性〉は、「火の痕跡」を切除されたことで〈フロ
ンティア開拓〉という数ある合衆国史のイメージ系列に
吸収され、「17世紀にフィン人が入植者として存在し
ていた」という心象を人びとに強く焼き付ける。

おわりに ──「トリミング」の意図とは？
歴史事象の〈歴史性〉を切除する綿密な施策

植民地入植者を無条件に理想的白人種と説く米国の記念言説
形成の特性を利用した人種言説への抵抗戦略の表出だった。

米国社会におけるフィン人の〈白人性〉獲得の技法

完全なる〈白人性〉」獲得の模索が課題化

米米

中国人や日本人、フィン人やマジャール人、ブルガール人や
チュルク人などの、濃いや薄いの差はあれど、幾十万にも
及ぶモンゴルの血が、われわれの前に群れなして迫り、のち
にその人種をアメリカ人民の未来に烙印・落胤するさまは、
考えるだけでもおぞましい。

Edward Alsworth Ross, 
 (New York: Century Co, 1914), 168.

アメリカのフィン人 | Amerikansuomalaiset

ニはじめに
20世紀における米国の公的祝祭には「記念切手」という新
規な図像媒体が付随し、その意匠は同時代の社会状況を反映
した。本発表は1938年の「ニュー・スウェーデン入植三百周
年記念祭」で発行された記念切手の意匠から、戦間期社会の
入植表象に影を落としていた「非身体論的な」人種言説を読
み解く議論である。
この祝祭の参加国フィンランドの記念切手は「若者が切り株
を抜く」という記念行為には沿わない意匠で発行された。　
　 もともとの原画は「焼き畑」の耕作文化を有するフィン人
が北米の山林原野を放火開墾する作品だったが、切手化にあ
たって「火」の痕跡は除去され、伐採開墾の風景を錯覚させ
るように「トリミング」が施されていたのである。

その理由に「ノマディズムと火」という米国文化の人種言説
の存在が挙げられる。 米国史のなかで森林を焼く行為の表
象は、非白人種の未開性と本性的な破壊衝動を喚起する隠喩
として機能した。

焼き畑での農作業風景を原画にしつつ、
焼き畑の痕跡を消す
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な地位を与えられてしまう

金金髪の移民少女の懇願金

「ねえ、おかあさん。そとで歩いているときフィン語で話し

かけないでって約束したでしょ。〔…〕あたし、だれかに

移民って知られたくないの。ましてやフィンランドから来

ただなんて。〔…〕教科書にフィン人はモンゴル系だって

書いてあるのよ。わたし、目がこーんなにつりあがったモ

ンゴル人なんかになりたくない。教科書を読んだとき、学

校のみんな私の方を向いて笑い出したわ。だから、街に出

たときにフィン語で話しかけないで。」
Walto Eetu Kirri, Amerikan Vieras: Kuvauksia Amerikan Suomalaisista 

(Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Smia, 1945), 241-242.

金髪の移民少女の懇願

化化

民地

フィンランドを代表する画家 アールノ・カリモによる原画は「焼き畑」
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